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令和３年９月市議会定例会議案（その２）目次 

番  号 議      案      名 ページ 

議案第５８号 令和２年度宇土市水道事業会計決算の認定について 
１ 

別冊 

議案第５９号 令和２年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について 〃 

議案第６０号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第１５号 令和３年度宇土市一般会計補正予算（第５

号）について 

２ 

別冊 

議案第６１号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第１６号 熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更

について 

３ 

議案第６２号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第１８号 令和３年度宇土市一般会計補正予算（第６

号）について 

４ 

別冊 

議案第６３号 
公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例について 
５ 

議案第６４号 
宇土市個人情報保護条例及び宇土市個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について 
６ 

議案第６５号 
宇土市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の

一部を改正する条例について 
７ 

議案第６６号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について 
８ 

議案第６７号 宇土市道路線の認定について ９ 

議案第６８号 令和３年度宇土市一般会計補正予算（第７号）について 
１２ 

別冊 

議案第６９号 
令和３年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 
〃 



 

 

議案第７０号 
令和３年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

１３ 

別冊 

議案第７１号 
令和３年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予

算（第１号）について 
〃 

議案第７２号 
令和３年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

１４ 

別冊 

議案第７３号 令和３年度宇土市水道事業会計補正予算（第２号）について 〃 

議案第７４号 
令和３年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて 

１５ 

別冊 

議案第７５号 宇土市教育長の任命について １６ 

議案第７６号 宇土市教育委員会の委員の任命について １７ 

報告第１５号 令和２年度宇土市財政の健全化判断比率について 
１８ 

別冊 

報告第１６号 
令和２年度宇土市漁業集落排水施設整備事業資金不足比率に

ついて 

１９ 

別冊 

報告第１７号 令和２年度宇土市水道事業資金不足比率について 〃 

報告第１８号 令和２年度宇土市公共下水道事業資金不足比率について 
２０ 

別冊 

報告第１９号 
専決処分の報告について 

 専決第１４号 損害賠償額の決定について 
２１ 

報告第２０号 
専決処分の報告について 

 専決第１７号 損害賠償額の決定について 
２２ 
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議案第５８号 

 

   令和２年度宇土市水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により，令和２年

度宇土市水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和３年９月３日提出 

                         宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５９号 

 

   令和２年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により，令和２年

度宇土市公共下水道事業会計決算を別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

  令和３年９月３日提出 

                         宇土市長 元 松 茂 樹    
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議案第６０号 

  

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により，下記の事件を

専決処分したので，同条第３項の規定により次のとおり報告し，その承認を求める。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第１５号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和３年度宇土市一般会計補正予算（第５号）について，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により，別冊のとおり専決処分する。 

 

  令和３年７月１５日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

専決理由 

 既定予算を補正する必要が生じたが，緊急を要し，議会を招集する時間的余裕がないた

め，専決処分するものである。 
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議案第６１号 

  

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により，下記の事件を

専決処分したので，同条第３項の規定により次のとおり報告し，その承認を求める。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第１６号 

 

専 決 処 分 書 

 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部変更について，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り，次のとおり専決処分する。 

 

  令和３年７月２８日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により，熊本県市町村

総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の一部を次のとお

り変更する。 

 

熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号）の

一部を次のように変更する。 

 別表第１及び別表第２中「くまもと県北病院機構設立組合」を「玉名市玉東町病院設立

組合」に改める。 

附 則 

 この規約は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による熊

本県知事の許可のあった日から施行し，この規約による改正後の熊本県市町村総合事務組

合規約の規定は，令和３年４月１日から適用する。 

 

専決理由 

規約を変更する必要が生じたが，緊急を要し，議会を招集する時間的余裕がないため，

専決処分するものである。 
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議案第６２号 

  

   専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により，下記の事件を

専決処分したので，同条第３項の規定により次のとおり報告し，その承認を求める。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

記 

 

専決第１８号 

 

専 決 処 分 書 

 

 令和３年度宇土市一般会計補正予算（第６号）について，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により，別冊のとおり専決処分する。 

 

  令和３年８月１２日専決 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

専決理由 

 既定予算を補正する必要が生じたが，緊急を要し，議会を招集する時間的余裕がないた

め，専決処分するものである。 
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議案第６３号 

 

   公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹 

 

   公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への宇土市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「第２条第１項第２号」を「第２条第１項第３号」に改め，同項

第３号中「すべて」を「全て」に改め，同項第４号中「第２条第１項第３号」を「第２条

第１項第４号」に改め，同項第５号中「前４号」を「前各号」に改め，同条第２項第１号

中「第２８条の４第１項」の次に「，第２８条の５第１項」を加え，同項第２号を次のよ

うに改める。 

(2) 会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する職員をいう。） 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 公益的法人等への再任用短時間勤務職員の派遣を可能とし，柔軟な人事配置を行うため，

条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第６４号 

 

   宇土市個人情報保護条例及び宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市個人情報保護条例及び宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市個人情報保護条例及び宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （宇土市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 宇土市個人情報保護条例（平成１５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第３０条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に，「第１９条第７号」を「第１９

条第８号」に，「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

 （宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第

３３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条及び第４条第１項中「第１９条第１０号」を「第１９条第１１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）の改正に伴い，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第６５号 

   

宇土市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

 

 宇土市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例（昭和４１年条例第１７号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中「５６５人」を「５５５人」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土市消防団員の定員を変更するため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第６６号 

   

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５０年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１消防団員の項中 

「 

機関員（加算分） 年 ７，２００円 

機能別団員 年 ５，０００円 

                            」を 

「 

機能別団員 年 ５，０００円 

                            」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

 

提案理由 

 宇土市消防団員の機関員として業務に従事する団員の年額報酬の支給方法を実情に合わ

せて見直すため，条例を改正する。 

 これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第６７号 

 

   宇土市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき，次のとおり市道の

路線を認定する。 

 

  令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

路線番号 路線名 起点 終点 
重要な

経過地 

３－１７９ 上松山１０号線 
松山町字宮ノ前１

６３９番１５地先 

松山町字宮ノ前１

６４３番８地先 

 

３－１８０ 上松山１１号線 
松山町字宮ノ前１

６３９番４地先 

松山町字宮ノ前１

６３９番９地先 

 

 

 

提案理由 

市道の路線を認定するには，道路法第８条第２項の規定により，議会の議決を経る必要

がある。 

これが，この議案を提出する理由である。 
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認 定 路 線 位 置 図

3-179 上松山10号線
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認 定 路 線 位 置 図

3-180 上松山11号線
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議案第６８号 

 

令和３年度宇土市一般会計補正予算（第７号）について 

 

令和３年度宇土市一般会計補正予算（第７号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第６９号 

 

令和３年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第７０号 

 

令和３年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第７１号 

 

令和３年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計補正予算（第１号）を別冊のとお

り定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第７２号 

 

令和３年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第７３号 

 

令和３年度宇土市水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

令和３年度宇土市水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 
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議案第７４号 

 

令和３年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり定める。 

 

令和３年９月３日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り，議会の議決を必要とする。 

これが，この議案を提出する理由である。 

  


